
JP 2008-32702 A 2008.2.14

(57)【要約】
【課題】製造工程のリードタイムを短縮することができ
る欠陥検査装置および欠陥検査方法を提供する。
【解決手段】制御部１４は、搬入された基板の検査時に
、基板上の欠陥を識別する欠陥情報を生成する。検査が
行われた後、制御部１４は、その検査時に生成された欠
陥情報と、基板の下層レイヤーの検査時に生成された欠
陥情報とを比較し、前記下層レイヤーが欠陥と重複する
重複欠陥を除いて前記最上層レイヤー上に発生した欠陥
を識別する注目欠陥情報を生成する。判断部１３は、デ
ータ演算部から出力された最上層レイヤーＮの注目欠陥
情報を比較し、基板の搬出先を判断し、制御部１４に通
知する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レイヤーの製造工程毎に基板上の欠陥を検査し、前記欠陥を識別する欠陥情報を生成す
る欠陥検査装置において、
　最上層レイヤーの検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報と、前記基板の下層レイ
ヤーの検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報とを比較し、前記下層レイヤーが欠陥
と重複する重複欠陥を除いて前記最上層レイヤー上に発生した欠陥を識別する注目欠陥情
報を生成する情報生成手段と、
　前記注目欠陥情報に基づいて、前記基板の搬出先を判断する判断手段と、を備えた欠陥
検査装置。
【請求項２】
　前記情報生成手段は、前記最上層レイヤーの検査時に生成された前記基板の前記欠陥情
報と、前記基板の複数の下層レイヤー検査時に生成された前記基板の複数の前記欠陥情報
とを比較し、前記注目欠陥情報を生成する請求項１に記載の欠陥検査装置。
【請求項３】
　前記情報生成手段は、現製造工程後の検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報と、
現製造工程よりも前の製造工程の検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報とを比較し
て、前記注目欠陥情報を生成する請求項１に記載の欠陥検査装置。
【請求項４】
　前記情報生成手段は、現製造工程後の検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報と、
前記現製造工程よりも前の製造工程の検査時に生成された前記基板の前記注目欠陥情報と
を比較し、前記現製造工程の工程で製造された前記最上層レイヤー上の新たな前記注目欠
陥情報を生成し、前記判断手段は、前記新たな前記注目欠陥情報に基づいて、前記基板の
搬出先を判断する請求項１に記載の欠陥検査装置。
【請求項５】
　レイヤーの製造工程毎に基板上の欠陥を検査し、前記欠陥を識別する欠陥情報を生成す
る欠陥検査方法において、
　最上層レイヤー検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報と、前記基板の下層レイヤ
ー検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報とを比較して、前記下層レイヤーの欠陥と
重複する重複欠陥を除いて、前記最上層レイヤー上に発生した欠陥を識別する注目欠陥情
報を生成する第１のステップと、
　前記注目欠陥情報に基づいて、前記基板の搬出先を判断する第２のステップと、
　を備えた欠陥検査方法。
【請求項６】
　前記第１のステップにおいて、前記最上層レイヤーの検査時に生成された前記基板の前
記欠陥情報と、前記基板の複数の下層レイヤー検査時に生成された前記基板の複数の前記
欠陥情報とを比較して、前記注目欠陥情報を生成する請求項５に記載の欠陥検査方法。
【請求項７】
　前記第１のステップにおいて、現製造工程後の検査時に生成された前記基板の前記欠陥
情報と、前記現製造工程よりも前の製造工程の検査時に生成された前記基板の前記欠陥情
報とを比較して、前記注目欠陥情報を生成する請求項５に記載の欠陥検査方法。
【請求項８】
　前記第１のステップにおいて、現製造工程後の検査時に生成された前記基板の欠陥情報
と、前記現製造工程よりも前の製造工程の検査時に生成された前記基板の前記注目欠陥情
報とを比較して、前期現製造工程で製造された前記最上層レイヤー上の新たな前記注目欠
陥情報を生成し、
　前記第２のステップにおいて、前記新たな前記注目欠陥情報に基づいて、前記基板の搬
出先を判断する請求項５に記載の欠陥検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、被検査対象物の外観を検査して欠陥を検出する欠陥検査装置および欠陥検査
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示用のマザーガラス基板（ワーク）を製造する（フォトリソグラフィ）製造工程
においては、ワーク上に薄膜の形成等が行われた後、ワークの表面のキズ、ゴミ付着、回
路パターン不良などの欠陥検査が行われている。この欠陥検査において、欠陥検査装置に
ワークが搬入されると、欠陥検査装置は、画像処理等によって、ワーク上の欠陥を検出し
、その欠陥を識別するための欠陥位置等の情報を含む欠陥情報を生成する。この欠陥情報
はサーバへ送信され、他の検査装置によって生成された欠陥情報と共に、サーバによって
一括して管理される。
【０００３】
　従来の欠陥検査装置は、欠陥情報に基づいて欠陥の大きさや欠陥の位置および欠陥の個
数により、修正（リペア）する基板か、リワークする基板か、廃棄する基板か、ワークの
品質を判定し、判定結果に基づいてワークの搬出先を決定していた。例えば、ワーク上の
欠陥が次工程に影響を与えない擬似欠陥である場合には、次工程の製造装置へのワークの
搬出が決定され、修正不可能な欠陥である場合には、ワークの廃棄が決定され、欠陥の修
正が可能な場合には、欠陥修正装置へのワークの搬出が決定される。
【０００４】
　検査装置による欠陥の検出結果を用いる従来技術には、例えば以下のようなものがある
。特許文献１には、第１の検査装置で液晶基板の検査を行った後、さらに第２の検査装置
で検査を行い、それらの検査の際に生じた検査データに基づいて、液晶基板の品質の判定
およびロットへの振り分けを決定することによって、品質の判定および振り分けにおける
人為的なミスを防止し、精度の高い液晶基板の選別を行うことが記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、現在モニタ中の検査装置の検査データを表示する画面上に他の
複数の検査装置のうちの任意の検査データを同時に表示すると共に、他の検査装置によっ
て検出された不良数と、現在モニタ中の検査装置によって検出された不良数との比である
不良捕捉率を求め、不良捕捉率に応じて、モニタ中の検査装置の感度を調節することによ
って、モニタ中の検査装置の感度を一定水準に保つことが記載されている。
【特許文献１】特開２０００－１８０８３２号公報
【特許文献２】特開平１１－２０４５９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来各工程で、検査装置によりワークの品質が判定されると、そのワークの搬出先は、
現時点の欠陥情報に基づいて決定されている。例えば、製造装置により処理されたワーク
は、検査装置によって検出された欠陥情報に基づいて搬出先が判断されている。このとき
、液晶表示用のマザーガラス基板に形成されているレイヤーは、きわめて薄いために、前
工程の下層レイヤーに発生した擬似欠陥が最上層のレイヤーを透過し、重複して検出され
る場合がある。例えばオートマクロ検査装置では、修正が必要であると判断された欠陥が
、ミクロ検査装置による詳細検査により修正不要の擬似欠陥と判断される場合がある。
【０００７】
　この下層レイヤーの欠陥は、前工程で次工程へ影響を与えない問題のない欠陥として判
断されたものである。したがって、検査装置は、下層レイヤーの欠陥を重複して検出した
場合、この下層の欠陥を修正が必要であると誤判断し、このワークを欠陥修正装置へ搬送
する場合がある。また、オートマクロ検査装置で検出された各欠陥は、ミクロ検査装置に
よって拡大視され、修正が不要な欠陥と修正が必要な欠陥に判別される。このレビュー検
査は、オートマクロ検査装置で検出された各欠陥の位置情報に基づいて顕微鏡の対物レン
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ズを移動させ、各欠陥を詳細に観察している。オートマクロ検査装置は、下層レイヤー欠
陥と上層レイヤー欠陥とを判別できないため、レビュー検査では全欠陥を観察することに
なる。
【０００８】
　このように、従来においては、下層欠陥を含む欠陥情報に基づいて、ワークの搬出先（
行き先）が決定される結果、適切な搬出先にワークが搬出されないことがある。このよう
な場合には、搬送用のカセットに対するワークの出し入れの時間や搬送時間が無駄となり
、レビュー検査時には重複して欠陥を検査することになるので、製造工程に掛かるリード
タイムを短縮することができないという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであって、製造工程のリードタイムを
短縮することができる欠陥検査装置および欠陥検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、レイヤーの製造工程毎に基板
上の欠陥を検査し、前記欠陥を識別する欠陥情報を生成する欠陥検査装置に関する。この
欠陥検査装置は、最上層レイヤーの検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報と、前記
基板の下層レイヤーの検査時に生成された前記基板の前記欠陥情報とを比較し、前記下層
レイヤーが欠陥と重複する重複欠陥を除いて前記最上層レイヤー上に発生した欠陥を識別
する注目欠陥情報を生成する情報生成手段と、前記注目欠陥情報に基づいて、前記基板の
搬出先を判断する判断手段とを備える。
【００１１】
　また、本発明は、レイヤーの製造工程毎に基板上の欠陥を検査し、前記欠陥を識別する
欠陥情報を生成する欠陥検査方法に関する。この欠陥検査方法は、最上層レイヤー検査時
に生成された前記基板の前記欠陥情報と、前記基板の下層レイヤーの検査時に生成された
前記基板の前記欠陥情報とを比較して、前記下層レイヤーの欠陥と重複する重複欠陥を除
いて、前記最上層レイヤー上に発生した欠陥を識別する注目欠陥情報を生成する第１のス
テップと、前記注目欠陥情報に基づいて、前記基板の搬出先を判断する第２のステップと
を備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、製造工程のリードタイムを短縮することができるという効果が得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照し、本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１は、
本発明の第１の実施形態による欠陥検査装置の構成を示すブロック図である。以下、図中
の各構成について説明する。検査機１は、例えば、半導体ウエハ基板や液晶表示用ガラス
基板などフォトリソグラフィプロセスにより、表面に複数のレイヤーを順次積層して製造
される複検体をマクロ検査あるいはミクロ検査をして、欠陥を検出する欠陥検査装置であ
る。外部装置２は、検査時に生成された欠陥情報等を記憶するデータ記憶部２０を備えた
サーバ等である。欠陥情報には、欠陥の位置（座標）を示す欠陥位置情報や、欠陥の種別
を示す欠陥種別情報等が含まれている。検査機１と外部装置２は、ネットワークあるいは
専用回線を介して接続されている。検査機１の検査部によって検出された被検体の欠陥情
報はデータ記憶部２０に格納される。
【００１４】
　検査機１において、データ入出力部１０は外部装置２と通信を行う。データ記憶部１１
は、検査機１の検査部によって検出された各工程毎の欠陥情報や、データ入出力部１０を
介して入力された他の欠陥検査装置の欠陥情報、検査機１によって行われる処理の手順や
設定条件等を示すレシピ情報等を記憶する。データ演算部１２は、欠陥情報を用いて、新
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規な欠陥を抽出する演算を行う。判断部１３は、データ演算部１２による演算の結果に基
づいて、検査機１に搬入されたワークの搬出先を判断する。制御部１４は検査機１の各部
の動作を制御する他、欠陥情報の生成等を行う。なお、ワークの欠陥検査を行う検査部や
、各種の情報を表示する表示部、ユーザによって操作される操作部等の構成の図示は省略
されている。
【００１５】
　次に、データ演算部１２が行う演算を説明する。データ演算部１２は、検査機１の検査
部において検査が行われた後、その検査時に生成された最上層の欠陥情報（第１の欠陥情
報とする）と、その検査よりも以前の製造工程で行われた検査時に生成された下層の欠陥
情報（第２の欠陥情報とする）とを用いて演算を行い、現製造工程において最上層に発生
した新規な欠陥を識別する注目欠陥情報を生成する。例えば、検査機１はマクロ検査装置
とする。また、第１の欠陥情報は、検査対象となる基板が検査機１に搬入された現製造工
程検査時（レイヤーＮの検査とする）に、検査機１によって生成された情報とする。また
、第２の欠陥情報は、その現製造工程（レイヤーＮが形成される工程）よりも１つ前の製
造工程検査時（レイヤーＮ－１の検査とする）に、検査機１によって生成された同じワー
クの下層欠陥情報とする。レイヤーとは、ワーク上に形成される被膜を識別するための用
語であり、ワーク上に形成された順番にレイヤー１、レイヤー２、・・・というように識
別されるとする。この基板の最上層のレイヤーＮは、現製造工程で形成されたものとし、
その直下のレイヤーＮ－１は、１つ前の製造工程で形成されたものとする。
【００１６】
　データ演算部１２は、第１の欠陥情報によって示される欠陥から、第２の欠陥情報によ
って示される欠陥を除き、残った欠陥の情報を最上層の注目欠陥情報とする。より具体的
には、データ演算部１２は、第１の欠陥情報に含まれる欠陥位置情報と、第２の欠陥情報
に含まれる欠陥位置情報とを比較し、第１の欠陥情報から第２の欠陥情報を除いた欠陥が
最上層に発生した新規な欠陥であると判断する。例えば、データ演算部１２は、第１の欠
陥情報から欠陥点を１つ選択し、その欠陥点と同一の欠陥点が第２の欠陥情報に含まれて
いるか否かを判断する。
【００１７】
　例えば、データ演算部１２は第２の欠陥情報からも欠陥点を１つ選択し、欠陥位置情報
（欠陥座標）に基づいて、２つの欠陥点の間の距離を算出する。そして、その距離と所定
のしきい値とを比較し、距離がしきい値以内であれば、２つの欠陥点を同一と判断する。
一方、距離と所定のしきい値との比較の結果、距離がしきい値を超えていれば、データ演
算部１２は２つの欠陥点が異なると判断する。データ演算部１２は、第２の欠陥情報に含
まれる欠陥点を順に選択し、その欠陥点との距離を算出し、その距離としきい値との比較
を行う。
【００１８】
　第１の欠陥情報に含まれる欠陥点の中で、第２の欠陥情報の欠陥点と一致する欠陥点が
存在した場合には、１つ前の工程で形成された下層レイヤーＮ－１の検査で検出された欠
陥と同一の欠陥が再度検出されたことになるので、データ演算部１２はその重複欠陥は最
上層レイヤーＮ上に発生した新規な欠陥ではないと判断する。一方、第１の欠陥情報に含
まれる欠陥点の中で、第２の欠陥情報の欠陥点と一致する欠陥点が存在しなかった場合に
は、データ演算部１２は、第１の欠陥情報の欠陥点が最上層レイヤーＮに発生した新規な
欠陥のものであると判断する。データ演算部１２は、第１の欠陥情報に含まれる全欠陥点
について上記の処理を行うことによって、現製造工程において発生した新規な欠陥のみを
抽出し、注目欠陥情報を生成する。
【００１９】
　なお、上記の処理において、第１の欠陥情報と第２の欠陥情報の立場を逆にしても、得
られる結果は同じである。また、検査機１がマクロ検査装置以外のその他の検査装置、例
えば顕微鏡検査装置や、電子顕微鏡検査装置などのミクロ検査装置であっても同様である
。
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【００２０】
　また、以前に行われた他の検査時に生成された欠陥情報として、同一の基板に対して、
複数の製造工程で製造された各層のレイヤーの検査時に生成された欠陥情報を複数用いて
もよい。例えば、第２の欠陥情報が生成された検査よりも前に行われた検査（レイヤーＮ
－２の検査とする）の時に生成された第３の欠陥情報も用いる。すなわち、データ演算部
１２は、第１の欠陥情報によって示される欠陥から、第２の欠陥情報によって示される欠
陥と、第３の欠陥情報によって示される欠陥と同一位置に出現する重複欠陥を除き、残っ
た欠陥の情報を最上層のレイヤーの注目欠陥情報とする。
【００２１】
　これによって、以下のような効果が得られる。レイヤーＮ－２の検査において、ある場
所に欠陥が検出されたとする。ところが、レイヤーＮ－１の検査においては、その欠陥の
コントラストがつきにくくなっていて、その欠陥が検出されず、レイヤーＮの検査におい
ては、再度コントラストがついて、レイヤーＮ－２の欠陥が検出されることがある。この
ような場合に、複数の下層レイヤーの欠陥情報を用いることによって、最上層のレイヤー
のみに発生する新規な欠陥を確実に抽出することができる。
【００２２】
　次に、検査機１の動作を説明する。検査機１に検査対象となる基板が搬入されると、制
御部１４による制御に従って、検査機１の検査部はマクロ検査等の欠陥検査を行う。マク
ロ検査は、例えば基板の搬送方向に直交するライン照明光を照射し、このライン照明光に
より照射された基板をラインセンサカメラで撮像することにより、基板全面のマクロ画像
を取得する。制御部１４は、マクロ画像を画像処理した検査結果に基づいて欠陥情報を生
成し、データ記憶部１１に格納する。また、制御部１４は、生成した欠陥情報をデータ入
出力部１０へ出力する。データ入出力部１０は欠陥情報を外部装置２へ送信する。外部装
置２は欠陥情報を受信してデータ記憶部２０に格納する。
【００２３】
　以後、図２に示されるフローチャート中の手順に従って、検査機１は欠陥情報の演算お
よび基板の搬出先の判断を行う。制御部１４は欠陥情報をデータ記憶部１１から読み出す
。このとき、制御部１４は、検査機１の検査部で検出した現製造工程で形成された最上層
レイヤーＮの欠陥情報および１つ前の製造工程で形成されたレイヤーＮ－１の欠陥情報を
読み出すが、複数の下層レイヤーの欠陥情報を演算に使用する場合には、それらの下層レ
イヤーの欠陥情報をデータ記憶部２０から読み出す。どの欠陥情報を読み出すのかの決定
においては、例えばユーザによって設定されたレシピ情報が参照され、そのレシピ情報の
内容に基づいて決定が行われる（ステップＳ２０１）。各下層レイヤーの各欠陥情報には
、下層欠陥を除いた注目欠陥情報を用いてもよい。
【００２４】
　続いて、データ演算部１２は、現製造工程で作成された最上層レイヤーＮの欠陥情報を
、他の製造工程で作成された下層レイヤーの検査時の欠陥情報と演算するか否かを判断す
る（ステップＳ２０２）。例えば、基板に対して最初に形成される最下位のレイヤーの検
査で、他の検査に係る欠陥情報が存在しなかったり、検査機１の検査で欠陥が検出されな
い場合、他の検査に係る欠陥情報との演算を行わない設定がなされる。このときのステッ
プＳ２０２の判断結果はＮＯとなって、処理はステップＳ２０７へ進み、判定部１３で基
板の出力先の判断が行われる。
【００２５】
　また、検査機１により最上層レイヤーＮ上で欠陥が検出された場合、他の検査による欠
陥情報と演算するＹＥＳと判断されると、処理はステップＳ２０３へ進む。次に制御部１
４は必要な欠陥情報をデータ記憶部１１から読み込みことができたか否かを判断する（ス
テップＳ２０３）。全ての必要な欠陥情報をデータ記憶部１１から読み出すことができた
場合、処理はステップＳ２０５へ進む。また、データ記憶部１１にデータが存在しない等
の理由によって、データ記憶部１１から読み出すことができなかった欠陥情報が存在した
場合、制御部１４は、データ入出力部１０を介して、必要な欠陥情報の検索を外部装置２
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に要求する。要求を受けた外部装置２は、要求された欠陥情報を、データ記憶部２０に格
納された欠陥情報の中から検索する（ステップＳ２０４）。
【００２６】
　要求された下層レイヤーの欠陥情報がデータ記憶部２０中に存在しなかった場合、ステ
ップＳ２０２の判断結果はＮＯとなって、処理はステップＳ２０７へ進む。ステップＳ２
０４でファイルの破壊やフォーマットの異常等によって、データ記憶部２０から欠陥情報
を読み出すことができない場合、外部装置２は、そのことを通知する情報を生成して検査
機１へ送信する。制御部１４は、データ入出力部１０を介して外部装置２からの情報を取
得し、その情報に基づいて、演算を行うことができないと判断し、図示せぬ表示部にエラ
ー表示を行う等の処理を行う。これに対して、要求された欠陥情報がデータ記憶部２０中
に存在した場合、外部装置２は、要求された欠陥情報を検査機１へ送信する。制御部１４
は、データ入出力部１０を介して外部装置２からの欠陥情報を取得して、データ記憶部１
１に格納し、次のステップＳ２０５の処理を行う。
【００２７】
　制御部１４は、取得した最上層レイヤーＮの欠陥情報と下層の各レイヤーの欠陥情報を
データ演算部１２へ出力すると共に、レシピ情報等に基づいて演算種を選択し、演算種を
データ演算部１２に通知する（ステップＳ２０５）。演算種とは、例えば本実施形態のよ
うに、異なるレイヤーの欠陥情報同士の差分を求めるという演算のことである。また、後
述する第２の実施形態のように、同一のレイヤーの異なる検査の欠陥情報同士の和を求め
る演算もある。データ演算部１２は、各レイヤーの欠陥情報を用いて、前述したような欠
陥情報の演算を行い、演算結果として最上層レイヤーＮの注目欠陥情報を判断部１３へ出
力する。制御部１４は演算結果をデータ記憶部１１に格納する（ステップＳ２０６）。こ
のデータ演算部１２では、同一基板の異なるレイヤーの各欠陥情報や、異なる基板の同一
レイヤーの各欠陥情報に基づいて同一位置（同一座標）に連続して欠陥が発生しているか
を演算することもできる。
【００２８】
　判断部１３は、データ演算部１２から出力された最上層レイヤーＮの注目欠陥情報に基
づいて、基板の搬出先を決定し、制御部１４に通知する（ステップＳ２０７）。このステ
ップＳ２０７において判断部１３は、例えば基板上の全ての欠陥が次工程に影響を与えな
い良品の基板である場合には、次工程の装置への基板の搬出を決定し、欠陥を修正できな
いが使用不可能な基板である場合には、その基板を廃棄するため所定の場所への搬出を決
定する。また、判断部１３は、欠陥を修正すれば使用可能な基板である場合には、欠陥修
正装置への基板の搬出を決定し、最上層のレイヤーを剥離し、前工程の処理が再度必要で
ある場合には、前工程のやり直しのため所定の場所への基板の搬出を決定する。欠陥修正
装置に送る前に、欠陥の再確認が必要である場合には、レビュー検査装置への基板の搬出
を決定する。また、ステップＳ２０２においてＮＯと判定された基板の場合には、判断部
１３は、最上層のレイヤーの欠陥情報だけを用いて、上記と同様にして基板の搬出先を判
断する。この判断部１３では、現製造工程で製造された基板の最上層レイヤーの注目欠陥
情報に基づいて、その基板を次製造工程、レビュー検査装置、欠陥修正装置、リワーク装
置、破棄のいづれかの搬出先を判断する。
【００２９】
　続いて、制御部１４は、データ演算部１２による演算の結果、および判断部１３による
判断の結果を他の検査装置や製造装置および外部装置２に通知するか否かを、レシピ情報
等に基づいて判断する（ステップＳ２０８）。上記の結果を他に通知する場合、制御部１
４は通知のための処理を行う（ステップＳ２０９）。本実施形態では、データ演算部１２
で同一位置に連続欠陥が発生していると判断すると、この連続欠陥が製造工程のどの製造
装置から発生しているのか分析するとともに、その結果をオペレータや欠陥の発生源とな
っている製造装置に通知する。
【００３０】
　例えば、演算結果または判断結果を外部装置２に通知する場合、制御部１４は結果をデ
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ータ入出力部１０へ出力し、データ入出力部１０は結果を外部装置２へ送信する。外部装
置２は、通知された情報をデータ記憶部２０に格納したり、通知された情報に基づいてシ
ステムの制御を行ったりする。また、例えば、演算結果または判断結果をオペレータに通
知する場合、制御部１４は、結果を表示するための表示情報を生成して図示せぬ表示部へ
出力し、表示部は、表示情報に基づいて、上記の結果を表示する。その表示を確認したオ
ペレータによって、基板の搬出処理等が行われる。基板の搬出処理が行われた後、一連の
処理が終了する。一方、演算結果や判断結果を他者に通知しない場合には、そのまま基板
の搬出処理が行われて、一連の処理が終了する。
【００３１】
　なお、ステップＳ２０１において最上層レイヤーの検査中に、検査基板のＩＤ情報に基
づいて、下層レイヤーの欠陥情報が読み込まれるようにしてもよい。あるいは、検査中に
限定せず、基板が検査機１付近に到着した時点で下層レイヤーの欠陥情報が読み込まれる
ようにしてもよい。また、データ演算部１２によって生成された注目欠陥情報はデータ記
憶部１１に格納されるが、データ入出力部１０から外部装置２へ送信され、データ記憶部
２０に格納されるようにしてもよい。
【００３２】
　上述したように、本実施形態による検査機１は、例えば、フォトリソクラフィプロセス
の各製造工程で製造された基板が搬入されると、その基板表面の欠陥検査を行う。その後
、その検査時（例えばレイヤーＮの検査時）に生成された基板の欠陥情報と、他の検査時
（基板の搬入前の製造工程よりも前の検査時、すなわちレイヤーＮと異なる他のレイヤー
の検査時）に生成された同じ基板の欠陥情報とに基づいて、現製造工程において発生した
欠陥（最上層レイヤーＮのみに存在する欠陥）を識別する注目欠陥情報を生成し、注目欠
陥情報に基づいて、基板の搬出先を決定する。これによって、基板が適切な場所に搬出さ
れるので、基板の無駄な搬送を防止し、製造工程のリードタイムを短縮することができる
。また、オペレータによる判断が不要となり、上述した情報処理を行う装置を自動検査機
に実装することができ、省人化を図ることができる。
【００３３】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図３は、本実施形態による欠陥検査
装置の構成を示すブロック図である。図１と同一の構成には同一の符号を付与し、説明を
省略する。本実施形態では、検査機１の他に検査機３および４が備えられている。検査機
３および４は、ネットワーク等を介して検査機１および外部装置２と接続されている。検
査機１、３、および４は同種の装置であってもよいし、互いに異なる種類の装置であって
もよい。
【００３４】
　例えば検査機１がミクロ検査装置であり、検査機３がマクロ検査装置であるとする。検
査機３に基板が搬入されて、最上層のレイヤーＮのマクロ検査が行われた後、基板が検査
機３から検査機１へ搬送される。検査機３は、マクロ検査時に欠陥情報を生成し、自身の
データ記憶部に格納している。また、マクロ検査の欠陥情報は、外部装置２へ送信され、
データ記憶部２０にも格納されている。検査機３も、第１の実施形態における検査機１と
同様に、マクロ欠陥に関する欠陥情報の演算を行うことによって、最上層のレイヤーＮに
おいて発生した新規な注目欠陥情報を生成する機能を有している。検査機３において生成
された注目欠陥情報（第１の注目欠陥情報とする）は検査機３のデータ記憶部および外部
装置２のデータ記憶部２０に格納されている。
【００３５】
　検査機１に、検査機３によって詳細な検査が必要と判断された基板が搬入されると、制
御部１４による制御に従って、検査機１はミクロ検査を行う。制御部１４は、検査機１の
ミクロ検査結果に基づいて欠陥情報を生成し、データ記憶部１１に格納する。また、この
欠陥情報は外部装置２へ送信され、データ記憶部２０に格納される。続いて、検査機１は
、前述した処理と同様の処理によって、ミクロ欠陥に関する欠陥情報の演算を行い、最上
層のレイヤーＮにおいて発生した修正の必要な注目欠陥情報（第２の注目欠陥情報とする
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）を生成する。続いて、検査機１は、第２の注目欠陥情報に基づいて欠陥を修正するか否
か、基板をリワークするか否かを判断し、この判定結果により基板の搬出先の判断を行う
。
【００３６】
　以下、欠陥情報の演算に係る処理のみを抽出して説明する。制御部１４は、データ入出
力部１０を介して、外部装置２あるいは検査機３から、マクロ欠陥に関する第１の注目欠
陥情報を取得する。また、制御部１４はデータ記憶部１１から、ミクロ欠陥に関する第２
の注目欠陥情報を読み出す。制御部１４は第１の注目欠陥情報および第２の注目欠陥情報
をデータ演算部１２へ出力する。
【００３７】
　データ演算部１２は、第１の注目欠陥情報によって示される欠陥と、第２の注目欠陥情
報によって示される欠陥とを合わせた欠陥に関する第３の注目欠陥情報を生成する。第３
の注目欠陥情報は、同一レイヤーのマクロ欠陥とミクロ欠陥の和情報となる。データ演算
部１２は、第３の注目欠陥情報を判断部１３および制御部１４へ出力する。制御部１４は
第３の注目欠陥情報をデータ記憶部１１に格納する。また、判断部１３は、データ演算部
１２から出力された第３の注目欠陥情報に基づいて、基板の搬出先を決定し、制御部１４
に通知する。
【００３８】
　以下、判断部１３による判断の例を示す。第２の注目欠陥情報によって示されるミクロ
欠陥の数をＭとし、第１の注目欠陥情報によって示されるマクロ欠陥の数をｍとすると、
第３の注目欠陥情報によって示される欠陥の数は、Ｍ＋ｍとなる。判断部１３はＭ＋ｍと
所定のしきい値とを比較し、Ｍ＋ｍがしきい値未満であった場合には、次製造工程の装置
への基板の搬出を決定し、しきい値以上であった場合には、廃棄あるいは欠陥修正装置等
への基板の搬出を決定する。
【００３９】
　また、データ演算部１２が第１の注目欠陥情報と第２の注目欠陥情報の演算を行わず、
第１の注目欠陥情報と第２の注目欠陥情報とに基づいて、判断部１３が直接判断を行って
もよい。その場合、制御部１４は第１の注目欠陥情報および第２の注目欠陥情報を判断部
１３へ出力する。判断部１３は、上述した例と同様の判断を行う。あるいは、判断部１３
は、Ｍと第１のしきい値の比較およびｍと第２のしきい値の比較を行い、Ｍが第１のしき
い値以上であり、かつｍが第２のしきい値以上であった場合に、廃棄あるいは欠陥修正装
置等への基板の搬出を決定するようにしてもよい。
【００４０】
　なお、検査機３が欠陥情報の演算機能を有さず、検査機１のみが演算機能を有していて
もよい。その場合、検査機１は検査機３等から各レイヤーのマクロ欠陥の欠陥情報を収集
し、マクロ欠陥に係る上記の第１の注目欠陥情報を生成する。また、本実施形態において
は、マクロ欠陥の注目欠陥情報とミクロ欠陥の注目欠陥情報の和情報に基づいて判断する
手法を説明したが、マクロ欠陥の注目欠陥情報とミクロ欠陥の注目欠陥情報の差分情報に
基づいて判断してもよい。
【００４１】
　上述したように、本実施形態による検査機１は、基板の搬入直前の検査時に生成された
第１の注目欠陥情報と、基板の搬入後の検査時に生成された第２の注目欠陥情報とに基づ
いて、新たな第３の注目欠陥情報を生成し、第３の注目欠陥情報に基づいて、基板の搬出
先を決定する。あるいは本実施形態による検査機１は、上記の第１の注目欠陥情報と第２
の注目欠陥情報とに基づいて、基板の搬出先を決定する。これによって、第１の実施形態
と同様に、基板が適切な場所に搬出されるので、基板の無駄な搬送を防止し、製造工程の
リードタイムを短縮することができる。また、オペレータによる判断が不要となり、上述
した情報処理を行う装置を自動検査機に実装することができ、省人化を図ることができる
。
【００４２】
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　以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成はこれ
らの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も
含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態による欠陥検査装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による欠陥検査装置の動作を示すフローチャートである
。
【図３】本発明の第２の実施形態による欠陥検査装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１，３，４・・・検査機、２・・・外部装置、１０・・・データ入出力部、１１，２０
・・・データ記憶部、１２・・・データ演算部、１３・・・判断部、１４・・・制御部

【図１】 【図２】
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